第２号様式（第１３条関係）

承　諾　書
（個別指定京町家用）
（あて先）京都市長　　　　　　　　　　　　　　　　

　京町家改修補助金の交付にあたり、以下のことを承諾します。
　１　補助事業の内容等を、市の広報などにおいて事例として紹介すること。
　２　内部工事の補助金の交付を受けた場合は、補助事業完了後に、補助対象建築物の全部または一部について、地域交流の拠点などの公的な利用に供し、又は生活文化が表れている建物内部の状況等について写真等を用いて情報発信する等により公開するよう努めること。
　３　個別指定京町家であることを示す標示プレートを一般公衆から視認できる範囲に設置すること。
　４　補助事業が完了した日から１０年以内に、補助対象建築物が除却された場合、補助対象の部分が著しく改変された場合、又は外観工事の補助対象の部分が道路その他の公共の場所から見えなくなった場合において、市長が補助金の交付の決定を取り消したときは、補助事業者は、補助事業者以外の者が除却等をした場合であっても、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金を京都市に返還すること。
　　　年　　月　　日

	申請者の氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名）
　　


【申請者が所有者と異なる場合】

　本承諾書に記載の１から３について、申請者が所有者と異なる場合は、あらかじめ所有者の同意を得ている。
⇒□はい
承　諾　書

（地区指定内に存する京町家用、未指定京町家用）

（あて先）京都市長　　　　　　　　　　　　　　　　

　京町家改修補助金の交付にあたり、以下のことを承諾します。

　１　補助事業の内容等を、市の広報などにおいて事例として紹介すること。
　２　内部工事の補助金の交付を受けた場合は、補助事業完了後に、補助対象建築物の全部または一部について、地域交流の拠点などの公的な利用に供し、又は生活文化が表れている建物内部の状況等について写真等を用いて情報発信する等により公開するよう努めること。
　３　補助事業が完了した日から１０年以内に、補助対象建築物が除却された場合、補助対象の部分が著しく改変された場合、又は外観工事の補助対象の部分が道路その他の公共の場所から見えなくなった場合において、市長が補助金の交付の決定を取り消したときは、補助事業者は、補助事業者以外の者が除却等をした場合であっても、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金を京都市に返還すること。
【補助対象事業に特別外観工事を含む場合】

　４　特別外観工事の対象となる補助対象建築物を個別指定京町家に指定することに協力すること。
　５　個別指定京町家であることを示す標示プレートを一般公衆から視認できる範囲に設置すること。
　　　年　　月　　日

	申請者の氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者名）



【申請者が所有者と異なる場合】

　本承諾書に記載の１、２、４、５について、申請者が所有者と異なる場合は、あらかじめ所有者の同意を得ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⇒□はい
※特別外観工事を含む場合のみ記入

同意を得た所有者の氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
